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Q 何の花でしょう?

花の付け根にすでに面影が・・・（答えは16ページ）ヒント

表紙の写真
超音波洗浄装置

  超音波洗浄装置は、実験器
具を超音波の物理的な効果で
洗浄する装置です。
　化学分析ではガラス器具な
どを繰り返し用います。使用
した化学薬品などの汚れが微
量でも付着していると次の分
析の障害になりますので、Ｆ
ＡＭＩＣでは、迅速で確実な
洗浄ができるこの装置を利用
しています。

◎「大きな目小さな目」は、
国の施策のうごきなどのマク
ロな視点と、FAMICの検査・
分析技術を通じたミクロな視
点から、農業生産資材及び食
品の安全等に関わる情報をわ
かりやすくお伝えする広報誌
です。

◎転載について
掲載した画像の無断転載・複
製を固く禁じます。
なお、本誌の内容を転載する
際には、FAMIC広報室まで
ご一報ください。
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　林産物のＪＡＳ規格の対象として、樹木
を角材や板材にカットした製材、製材を繊
維方向に積み重ねて接着した集成材、及び
樹木を丸太の状態でかつらむきのように切
削した薄い板などを繊維方向に交互に重ね
て接着した合板等があります。

　これらの林産物
は、建築部材や家
具などに使用され
ます。ＪＡＳ規格
には、建築物の構

造材として用いられる場合などの強度性能
のほか、床下等の部材に求められる耐朽性、
建物の内装材や家具の美観など用途に応じ
た性能が規定されています。

　最近新しい建築素材として注目され始
め、新聞にも登場するようになった直交集
成板（ＣＬＴ：Cross-Laminated-Timber）
についてお話します。

　ＣＬＴとは、製材された板の繊維方向を
互いに直交させて積み重ね接着したもの
で、集成材の強度性能と合板の持つ面材と
しての用途を活かした材料です。
　欧米ではコンクリート建造物と同様な使
われ方もされています。日本では林業の成
長産業化の目玉とされており、スギなどを
使ったＣＬＴで、３～
５階建ての共同住宅
のような中層ビルが
建築できるよう法整備
が進められています。
　ＣＬＴのＪＡＳ規格は
平成25年に制定され、現在、制定後初め
ての規格見直しが行われています。内容は、
「材料となる板が多様な品質でも対応出来
るようにしてほしい」「現行よりも多くの
樹種が使用できるようにしてほしい」「強
度を必要としないＣＬＴの規格を追加して
ほしい」などの様々な意見・要望に対する
検討が進められているとのことです。

〈スギのＣＬＴ〉

　ＦＡＭＩＣでは、ＪＡＳマークで知られる日本農林（ＪＡＳ）規格の制定、見直し
や検査などに関する業務を行っています。ＪＡＳ規格は、食品のほか林産物も対象と
しています。
　今回は、林産強度試験室での検査の様子や林産物のＪＡＳ規格についてご紹介します。

「木材の試験をしています」ピックアップFAMIC

林産強度試験室 　（左） 試験材の表面を目視で確認したり、寸法を測ったりしています。
（右上） 試験材の中央部に荷重をかけて、強度性能を調べています。
（右下） 試験材のサイズや荷重スピードなどの設定をしています。

http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/kikaku_itiran-12.pdf
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　ＦＡＭＩＣでは、ペットフード安全法に基づき、ペットフードの輸入業者や製造業
者などへの立入検査及びペットフードの分析検査を実施しています。今回は、法律の
規制の概要とこれに関わるＦＡＭＩＣの仕事をご紹介します。

ペットフードの安全を守る
ピックアップFAMIC FAMICの仕事や施設などについて皆さまに

知っていただくコーナーです。

～はじめに～
　皆様の中には、犬や猫などのペットと生
活を共にし、大切な家族の一員として、安
全な食事を与え、より健康に、より大切に
育てたいと願われている方がおられると思
います。
　一方、平成19年春に、米国で、メラミ
ンが混入した原料で製造されたペットフー
ドにより、犬や猫への大規模な健康被害が
発生しました。その時点で、ペットフード
の安全に関する法律はなく、かねてよりペ
ットフードの市場規模の拡大を受けて、法
律制定が求められていました。
　このような背景から、ペットフードの安
全確保を目的とした「ペットフード安全法
（正式名称：愛がん動物用飼料の安全性の
確保に関する法律）」が制定され、平成21
年６月に施行されました。
　ＦＡＭＩＣでは、この法律に基づいて、
輸入業者及び製造業者に対し、帳簿の備付
けの状況や、輸入・製造されたペットフー
ドが基準・規格に適合していることなどを
確認するため、立入検査を実施しています。

●ペットフード安全法の概要
（１）対象となるペットフード
法律の対象は、犬及び猫用のペットフー

ドです。具体的には、動物用医薬品等を除
いた、総合栄養食、一般食、おやつ、スナ
ック、ガム、サプリメント及びミネラルウ
ォーターなど、犬や猫が食べるものになり
ます。

（２）成分規格
犬や猫の健康への影響を考え、下表のと

おり、ペットフードに含まれてはならない
物質の上限値が定められています。

http://www.famic.go.jp/ffis/pet/hourei/sub1_houritu.html
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（３）製造方法の基準
ペットフードを製造する際には、以下の

基準を満たす必要があります。
① 有害な物質が含まれたり、病原微生物に
より汚染されたり、またそれらのおそれ
がある原材料を用いないこと。

② 販売用ペットフードを加熱、乾燥する場
合は、微生物を除去するのに十分な加熱、
乾燥方法で行うこと。

③ プロピレングリコールは、猫用の販売用
ペットフードに用いてはならないこと。

（４）表示の基準
　ペットフードに
は、ペットフード
の名称、賞味期限、
原材料名、原産国
名、事業者名及び

住所を日本語で表示することが義務づけら
れています。
　名称は、犬用又は猫用であることがわか
るような記載が求められています。
　原材料名は、原則として、使用した原材
料（添加物を含む）を全て記載します。
　原産国名は、実質的な変更をもたらす最
終加工工程を完了した国を記載します。

●ＦＡＭＩＣの業務
（１）ＦＡＭＩＣの立入・分析検査
ＦＡＭＩＣの立入検査は、輸入業者の事

務所や製造事業者の工場などに職員が赴
き、法律で作成・保存が義務づけられてい

る帳簿や書類の確認、製品の集取、表示の
検査、その他ペットフード安全法の規定の
遵守状況などの聞き取り調査を行います。
　また、集取した製品は、ＦＡＭＩＣで化
学分析による検査を実施し、先に示した表
の成分規格を満たしているか確認し、その
結果を農林水産省に報告しています。
　ＦＡＭＩＣにおいては、平成28年度に
60事業者への立入検査を実施しています。

（２）ペットフードの検査方法
ＦＡＭＩＣでは、立入検査の際に集取し

たペットフードを検査するための方法を定
めています。
　検査法は、ＦＡＭＩＣのホームページに
「愛玩動物用飼料等の検査法」として公表
しています。これらの検査法は、ＦＡＭＩ
Ｃ又は他機関が開発した方法について、Ｆ
ＡＭＩＣやその他の分析機関で精度などを
確認したものになります。

〈ペットフードの検査に用いる機器〉
（高速液体クロマトグラフ）

　今後とも、ＦＡＭＩＣでは、ペットフー
ドの安全を確保し、皆様の大切な家族の一
員であるペットの健康の保護と愛護に寄与
するための取組を続けていきます。

http://www.famic.go.jp/ffis/pet/sub4.html
http://www.famic.go.jp/ffis/pet/sub5_inspection.html
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　前号では、ＤＮＡ分析行程のうちＰＣＲ
の③（下表参照）までご紹介しました。今
回はＰＣＲの行程を最初から振り返りつ
つ、続きをご説明します。

３　ＤＮＡ分析の流れ（続きから）
（２）ＰＣＲ
①95℃程度の温度にして、２本鎖ＤＮＡ
を１本鎖ＤＮＡにします。

②40～60℃程度の温度に下げて、１本鎖
ＤＮＡにプライマーを結合させます。

③72℃程度の温度にして、ＤＮＡ合成酵素
を働かせ、ＤＮＡを合成します。

④①～③を数十回繰り返します。この際、
合成されたＤＮＡが次の反応の時には鋳型
となるので、目的の配列をねずみ算的に増
幅させ、最終的には目的の配列のみを100
万倍程度まで増やすことができます。

　このようにＰＣＲの利点は、理論上、目
的の配列を含むＤＮＡが１つでも存在して
いれば、増幅によ
り分析に必要な量
が得られることで
す。
　ＰＣＲを実施す
るために①～③の
温度を繰り返し変
化させる装置を、
サーマルサイクラ
ーといいます。

（３）制限酵素によるＤＮＡの切断
試料中のＤＮＡをＰＣＲにより増幅させ

た後に、含まれる配列を調べます。
　その方法の１つとして、制限酵素を用い
てＤＮＡを切断する方法があります。この
方法は、比較的安価な機器で多数の試料を

〈サーマルサイクラー〉

　前号に続き、ＦＡＭＩＣが魚介類の種や原産地の表示を確認するために行っている、
ＤＮＡを利用した検査法の後半部分をご紹介します。

DNAで見破る

FAMICの業務に関連する技術的な情報について
皆さまにわかりやすくご説明するコーナーです。食と農のサイエンス

後編
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同時に処理できるため、ＦＡＭＩＣが実施
する食品表示の確認のための分析によく用
いられます。
　制限酵素は、ＤＮＡの特定の配列を選択
的に切断します。たとえば、魚種Ａには「Ｇ
ＣＧＣ」という配列があるのに対し、魚種
Ｂでは同じ部分が「ＧＣＧＡ」になってい
るとします。このときに、「ＧＣＧＣ」と
いう配列を切断する制限酵素を用いると、
魚種Ａでは切断され、魚種Ｂでは切断され
ません。

（４）電気泳動
制限酵素により切

断されたＤＮＡの長
さを可視化するため、
電気泳動装置を用い
ます。

　寒天ゲルのマイ
ナス極側にＤＮＡ
を含む溶液を入れ
て電気を流すと、
ＤＮＡはプラス極

側に流れていきます。寒天ゲルは網目構造
になっていて、長いＤＮＡは網目に引っか
かりながら、短いＤＮＡはあまり引っかか
らずに、進みます。このため、同じ時間あ
たりの移動距離は、ＤＮＡが長いほど短く、
ＤＮＡが短かいほど長くなります。
　次に、蛍光を発する
色素を加えてＤＮＡを
染色し、紫外線を当て
ることで、ＤＮＡを可
視化します。

　そして、検査対象の試料（試料１、２）
の画像を、種が特定されている試料（標準）
の画像と比較し、判別を行います。

　上図のように、魚種Ｂは、ＤＮＡが切断
されてないので、ＤＮＡが長く、移動距離
が短いところに発光が確認できます。一方、
魚種Ａは、ＤＮＡが２つに切断されて短く
なっているので、魚種Ｂより移動距離が長
く、また２カ所に発光が確認できます。

４　ＦＡＭＩＣの検査
　ＦＡＭＩＣではＤＮＡ分析を利用して、
マグロやアジなど魚介類の種や原料原産地
の確認を行っています。
マグロには、クロマグロ（本マグロ）、

メバチ、キハダなど複数の種が存在してお
り、クロマグロなどと表示された商品を購
入し、ＤＮＡ分析をすることで別の種でな
いかどうかを確認しています。特に、刺身
など切り身になっ
たものは、外見か
ら種を判別するこ
とは困難なので、
ＤＮＡによる検査
が有効です。
アジは、生息域によって種が異なり、日

本近海にはマアジが、ヨーロッパ沿岸には
ニシマアジが存在しています。そのため、
原料原産地が国産と表示されている商品を
購入し、ＤＮＡ分析で種を調べることによ
り、表示が適切かどうかを確認しています。

〈電気泳動装置〉

〈画像撮影装置〉
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～はじめに～
　食品の検査は、その食品の品質に関わる
情報（調べたい成分が含まれているか否か、
その成分がある基準値より多いか少ない
か、または、その成分の値が食品に示され
ている表示どおりか等）を得るために実施
されます。その結果に基づいて、例えば品
質基準に合致しないと出荷を取りやめた
り、場合によっては、製品を回収したりす
るという判断をします。
　このように重要な判断をするための情報
となる測定値は、本当の値に近い、すなわ
ち「信頼できる値」でなければなりません。
そして、「信頼できる値」を得るためには、
検査の目的に応じた適切な測定方法を選択
し、その方法によって検査をする必要があ
ります。

１．測定方法の選択１）

　食品の検査に用いる測定方法は、基本的
に、特定の食品の、特定の成分や特性を測
ることを意図して作られたものです。残念
ながら、どんな食品のどんな成分でも測定
できる万能な測定方法は存在しません。
　自分たちの検査の目的と同じ意図で開発
された測定方法が、例えば国際規格等に規
定されているならば、その方法で検査する
ことができます。しかし、そうでない場合
は、類似の測定方法を改変したり、新規に
方法を開発する必要があります。
　また、ある食品の、ある成分を測定する
方法が複数存在する場合、どれか１つを選
択することになります。

２．測定方法の性能指標
　食品検査の分野では、測定方法の性能と
して下表２）のような指標が利用されてい
ます。

表 分析法の典型的な性能指標

適用性 試料の種類の範囲

実用性
経費効率、迅速性、
分析者の安全性/快適性

信頼性
選択性、検量線の直線性、真度、
回収率、精度、範囲、検出限界、
定量限界、感度、頑健性

　複数の測定方法の候補がある場合、それ
らの性能が同程度であるとは限りません。
この場合、各測定方法の性能を比較し、「検
査の目的に合った測定方法」を選択するこ
とになります。
　例えば、検査の目的が梅干し製品の塩分
濃度を調査することで、検査対象の製品の
塩分濃度が1.0％～６.0％の範囲内にある
と仮定します（図１）。この時、測定方法
Aの範囲※１は1.0％～５.0％、測定方法Ｂ
の範囲は1.0％～7.0％であるとします。　
このような場合、製品すべてに対応できる
測定方法Ｂが、「検査の目的を満たす性能
を持つ」ということになります。

図１　測定方法の範囲

　また、新規に開発された測定方法につい

　これまで本誌では、ＦＡＭＩＣで行っている食品の表示に関する検査や日本農林規格（JAS
規格）に関する検査について紹介してきました。今回は、これらの検査に不可欠な「検査の
目的を満たす性能を持つ測定方法」についてご紹介します。

測定方法そのものの性能を確認する
FAMICで実施した新たな検査・分析方法の開発や技術情報などについてご紹介するコーナーです。

FAMICテクニカルレポート
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ても、これらの性能指標によって、「検査
の目的を満たす性能を持つ」か否かを確認
します。なお、測定方法ごとに、適用でき
る食品の種類が決まっているので、それ以
外の食品について使用する場合も、同様に
確認・評価する必要があります。　

３．共同試験による妥当性確認
　測定方法が、「検査の目的を満たす性能
を持つ」ことを調査によって確認し、客観
的な証拠を用意することを「測定方法の妥
当性確認」１）といいます。

　例えば、あるしょう
ゆ製品を３等分して、
そのアルコール分の
測定を、検査機関Ａ、
Ｂ、Ｃに依頼したとし

ます。このとき、どの検査機関でも同じ測
定方法を使用したにもかかわらず、それぞ
れから報告された測定値が大きく異なる
と、依頼した側は困ります。このため、「ど
この機関に依頼しても同じような結果が出
る」という測定方法の性能指標、すなわち
「室間再現精度※２が良好な測定方法」を用
いることが重要になります。
　なお、試験室の違いによる測定値のばら
つきは、１つの試験室だけでは知ることが
できないので、図２のような共同試験（複
数の試験室等で、同一試料を同一方法で同

時期に測定する試験）を実施します。
　得られた室間再現精度が、「検査の目的
を満たす」と考えられる値に収まれば、そ
の測定方法は「室間再現精度が良好な測定
方法」と見なせます。そうでない場合は、
測定方法自体に何らかの改善が必要とな
り、改善後、再び共同試験により室間再現
精度を確認する必要があります。

４ ．ＪＡＳ規格に係る測定方法の妥当
性確認試験ついて

　FAMICでは、JAS規格に定める品目に
係る成分の測定方法について、国際的なガ
イドライン３）を参考に共同試験を実施し、
その妥当性を外部有識者を含む検討委員会
で審議・確認しています。

※ １　適切な真度及び精度を与えることが確
認された、分析対象の濃度範囲

※ ２　試験室・人・日時・装置のすべてが異
なっている場合の、繰返しによる測定値間
のばらつきを表す指標

参考文献

１）日本工業規格（JIS）Q 17025：2005

２ ）安井明美ら（2010）最新版 食品分析法の妥

当性確認ハンドブック, サイエンスフォーラム 

３） W. Horwitz, （1995） Pure & Appl. Che

m., 67（2）, p331‒343

図２　室間共同試験による妥当性確認の流れ
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１．害虫や病気の種類を見極める
　野菜や観葉植物、生け垣などを加害する
虫や病気が発生した場合、わずかであれば
害虫や被害部位を手作業で取り除けます
が、被害が蔓延する可能性が大きければ農
薬の力を借りることも必要になります。農
薬を使用する際は、該当する害虫や病気の
種類を知る必要があります。現在、インタ
ーネットに、病害虫の写真や情報などを掲
載したサイトがありますので、参考にして
見極めましょう。

〈ゆずの新葉に集るアブラムシ〉

〈べにかなめに発生したごま色斑点病〉

２ ．発生した害虫や病気の防除に適用
のある農薬を探す

　農薬は、ホームセンターやネット通販な
どで購入できます。非常に多くの種類があ
り、その中から対象の作物と発生している
病害虫に適用のある農薬を探すことになり
ます。
　ＦＡＭＩＣのホームページで公開してい
る農薬登録情報提供システム※では、作物
名と病害虫名から使用できる農薬情報の検
索が可能ですので、ご活用ください。

３．農薬のラベルをよく見る
　使用する農薬が決まったら、次の事項を
確認しましょう。
　まず、下の図をご覧ください。農薬には
さまざまな種類がありますが、殺虫剤の表
示を例に挙げます。

【１】国の登録を受けていますか？
まず見ていただきたいのは①の部分です。
農林水産省登録番号があることを確認して

  いよいよ夏本番のこの時期、春から家庭菜園に取り組まれている方は、そろそろ、きゅ
うり、なすやトマトなどについて、収穫の楽しみが味わえる頃ですね。
　今回は、家庭菜園やガーデニングで遭遇する害虫や病気の発生時、これらを駆除する際
に強力な援軍となる”農薬”について、購入時や使用時に注意していただきたい点をご紹
介します。

ガーデニングを楽しむにあたって
－農薬を使用する前にラベル表示を確認しましょう！－

トピックス
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ください。法律により、国に登録された農
薬のみ使用が可能で、無登録の農薬は使用
できません。

【２ 】作物名と適用害虫名は合っています
か？

　次に②の部分です。農薬はその製品毎に
使用できる作物が決められており、この対
象作物以外に使用してはいけません。例え
ば、対象作物にレタスと書いてあればリー
フレタスに使用しても大丈夫だと思われる
かもしれませんが、これは誤りです。収穫
物の大きさや重さ、収穫部位、収穫物の形
態、収穫時期が異なる場合には、農薬の使
用時期・回数も異なる場合があるので、農
薬登録では、レタスとリーフレタスを別の
作物として扱っています。
　なお、「レタス」は結球するもの、「リー
フレタス」は非結球のものとしています。

【３ 】使い方、希釈倍数、使用液量などを
確認しよう
③の部分には、使い方、希釈倍数、使用

液量、使用時期、総使用回数が記載されて
います。なお、総使用回数とは、本剤及び
本剤の有効成分（④の部分を参照）を含む
農薬の使用回数の上限です。したがって、
同じ有効成分を含む農薬を使用する際は、

総使用回数を上回らないように気をつけて
ください。

【４ 】効果・薬害等や安全使用上の注意、
有効期限をチェック！
⑤の「効果・薬害等の注意」には、作物

に対する効果的な使い方や薬害を避ける方
法が、「安全使用上の注意」には、使用時
の保護具（保護メガネやマスクなど）、ミ
ツバチや水産動植物に対する注意事項な
ど、注意すべき点や守るべき点が記載され
ています。
　また、⑥の「有効期限」を過ぎると、農薬
成分が分解するなどして効果が低下するこ
とがあります。したがって、有効期限内に
使い切る量を購入することを心掛け、万が
一、農薬が余ってしまったら、お住まいの
市区町村のルールに従って処理しましょう。

　農薬は、農薬取締法に基づく農薬登録制
度によって、農薬使用者の安全、農作物を
食べる消費者の安全、環境への安全などに
関係する数多くの試験が要求されます。試
験の結果をもとに厳正な審査を経て、使用
できる作物や使用方法、注意事項が決めら
れています。
　また、過去に使用した農薬であっても、
新しい試験結果や知見によってラベルの表
示事項が変更されることがあるので、農薬
の使用前には、必ずラベルの確認が必要で
す。
　なお、住宅地で使用する際は、通行人や
隣地への飛散にも注意しましょう。

※ 農薬登録情報提供システム　http://www.acis.famic.go.jp/index_kensaku.htm
このシステムでは、登録された農薬に係る情報について、下記の検索が可能です。
① 作物名、病害虫・雑草名称、使用方法、使用時期、剤型、有効成分等、適用場所、使用
目的、農薬の種類、農薬の名称などから、検索項目を含む農薬登録情報
②作物名又は農薬の種類、農薬の名称から検索項目を含む農薬の製剤毒性に関する情報

◎ 農薬は、ラベル表示をよく確認し、適正に使用して、園芸を楽しみましょう。
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Ｑ： とんかつを作るため、パン粉を買いに行ったところ、売り場に「乾燥パ
ン粉」と「生パン粉」が置いてありました。それぞれのパン粉の違いは
何ですか？　また、パン粉の粒の大きさは様々ですが、どう使い分ける
といいのでしょう？

Ａ：パン粉は、パンを
焼き上げて粉砕し、ふ
るいにかけて粒の大き
さを揃えたものです。
　とんかつ、コロッケなどのフライ類の衣、
ハンバーグやミートボールのつなぎなど、
様々な用途に使われています。

【乾燥パン粉と生パン粉の違い】　
　「パン粉の日本農林規格」では、次のよ
うに定義されています。

乾燥パン粉 ：パン粉のうち、水分が14％
以下になるように乾燥したもの

生パン粉：パン粉のうち、乾燥しないもの

　では、それぞれのパン粉の特徴をご説明
します。　
●乾燥パン粉
歯触りがカリッとして香ばしいのが特徴

です。また、時間が経っても衣が水っぽく
なりにくいので、お弁当用の揚げ物をする
際にはおすすめです。
　開封後は、密閉容器に入れれば常温保存
できますが、虫の侵入やカビを防ぐため、
できれば冷蔵保存のほうがよいでしょう。

●生パン粉
原料パンを粉砕し、そのまま袋詰めした

もので、パン本来の風味を有しています。
　水分量が多いため口当たりが柔らかく、
揚げたてはサクサクと軽やかな食感にな
り、すぐ食べることがおすすめです。
　開封後は、水分が多くカビが生えやすい

ので、密閉容器に入れて冷凍保存するのが
よいでしょう。

【粒の大きさ別の使い分け】　
　揚げ物やハンバーグのつなぎなどにパン
粉を使う際、食感に影響するのは、乾燥パ
ン粉か生パン粉かの違いに加えて、パン粉
の粒の大きさです。
　パン粉は、粒の大きさによって大きく３
つ（細目、中目、荒目）に分けられます。　
なお、「目」とは、パン粉を見た時の細か
さです。文字通り、細目は細かいパン粉に
なり、荒目は粗いパン粉になります。
　調理する素材の種類や好みに応じて、次
のように使い分けます。

■粗目
とんかつやエビフライな
ど、衣にボリューム感や
ザックリした食感を出し

たいものに向きます。

■中目・細目
中身が柔らかいコロッケやハンバーグ等

のつなぎといった、食べやすさを重視する
ものに向きます。
・中目は、汎用タイプで、
揚げ物やつなぎなど調
理全般に使用できます。
・細目は、串カツや串揚
げなどの、小さめ食材や
複雑な形状の食材に向
きます。

Q&A パン粉の使い分け

パ
は
る

http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/kikaku_30_panko_160224.pdf
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　初夏になると、各地の河川でアユ釣りの風景を見かけるようになり
ます。アユは別名を香魚・年魚といい、「香魚」の名が示すとおり、香
りのよい魚として人気があります。釣り人はアユの香りで夏の到来を
感じるそうです。では「年魚」の由来は？

食材
百科

アユ

アユはキュウリ
ウオ目キュウリウ
オ科に属し、ワカ
サギやシシャモと
同じ仲間です。主
な分布域は東アジア一帯で、日本では北海
道から九州まで生息しています。また、琉
球列島と奄美大島にはリュウキュウアユが
生息していますが、絶滅危惧種であるため、
漁が制限されています。

【年魚の由来は？】
アユは、秋に

河口近くの川で
産卵します。そ
の卵は数週間後
にふ化し、稚魚
は河口付近の海

で冬の間を過ごし、翌春、川を上りながら
成魚になります。その後秋になって繁殖期
を迎えると川を下り、河口付近で産卵を行
ったのち死亡します。このように、約一年
で一生を終える魚を年魚といいます。
　また、海に出ないまま一生を過ごすアユ
もいます。特に有名なのは琵琶湖のアユで、
琵琶湖に注ぐ河川で産卵します。その後ふ
化した稚魚は、琵琶湖で冬の間を過ごし、
翌春、川を上りながら成魚になります。

【主な産地】
　河川や湖沼で漁獲される魚の中で、アユ
の漁獲量は、さけ・ます類に次ぐ第２位の
2,398トンです。都道府県別の漁獲量では、
多い順に神奈川（389トン）、茨城（378ト

ン）、栃木（264トン）、岐阜（225トン）と、
関東で多いです。
　一方、河川や湖沼で養殖される魚の中で、
アユの収穫量は、うなぎ、ます類に次ぐ第
３位の5,183トンです。都道府県別の収穫
量では、愛知（1,182トン）が最も多く、
次いで和歌山（1,039トン）、岐阜（882ト
ン）、滋賀（504トン）、栃木（330トン）
と関東より西側で盛んに養殖されています。
（出典：平成28年漁業・養殖業生産統計）

【食べ方いろいろ】
　焼き物、揚げ物や
甘露煮として利用す
るほか、佃煮などに
することもありま
す。また、内臓を使
って塩辛にした「う
るか」は、お酒の肴
として有名です。
　涼を求めた先で味わうアユ料理もよいで
すが、秋になって産卵のために川を下る落
ちアユは、脂がのって夏のアユとは違う味

わいです。左の
写真は、スノコ
状の台を川に設
置した簗場（や
なば）という施
設です。上流か
ら泳いできた魚
がかかるのを待
つ漁法で、落ち
アユを捕るのに
効果的です。

〈アユの稚魚の遡上〉

http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/kaimen_gyosei/attach/pdf/index-7.pdf
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～読みたい記事、興味のある記事が
探しやすくなりました～

お知らせ

　ＦＡＭＩＣのホームページ（http://www.famic.go.jp/）に掲載してい
る広報誌の記事（PDF）が、分野別の記事名やキーワードから探せるよう
になりました。

例えば・・・

どうぞご利用ください

農薬の残留基準値に
関する記事を読みた
いけど、どうやって
探したらいいのかな

キーワードを参考に、
読みたい記事を探そう

読みたい記事の分類を
選んでね

選んだ記事が
表示されるよ

そんなときは、
「記事名、キーワー
ドから記事を探す」
ボタンをクリック

表示されたページの
「記事の分類」の
「農薬」をクリック

「農薬関連の記事一覧」
から、「残留基準値」が
キーワードになってい
る記事名をクリック
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講師派遣のご案内

ホームページ（講師派遣関係）
http://www.famic.go.jp/docs/reference/koushihaken.html
お問い合わせ先：消費安全情報部 交流技術課　電話：050-3797-1844

　ＦＡＭＩＣでは、事業者、業界団体及び地方公共団体などからのご依頼を
受け、各種研修・講習会に有料で講師を派遣しており、昨年度は、102件の
ご依頼がありました。今回は、講師派遣の概要についてお知らせします。

1．講習内容
　ＪＡＳ規格、食品表示、肥料、飼料、ペッ
トフード及び農薬などに関連する制度の解
説や、ＦＡＭＩＣが業務を通して蓄積した
検査・調査などを内容とする講習をお受け
しています。
　過去に実施した講演内容の事例は、次の
とおりです。
○ＪＡＳ法概要及び有機ＪＡＳ規格制度
○有機農産物に使用可能な肥料の判断基準
○食品表示に関する科学的検証技術
○肥料取締法について
○飼料の安全性確保のために必要な取組
○ペットフード安全制度の概要
○農薬の安全性確保 等

2．依頼者からの声
　依頼者からは、「ＪＡＳ法の変遷から最
近の動向などを行政の立場からお話してい
ただき、改めて理解が深まった」、「飼料の
安全確保のための体系や取り組みの概要を
分かり易く説明してもらえて良かった。質
疑応答の時間も多くとってもらえて良かっ
た」、「国際標準の活用について、現状を踏
まえて今後を展望する貴重な講演内容で
あった」などのご感想をいただきました。

3．講師料等及び依頼の手続き
　講師派遣に際して、講師料、準備経費及
び交通費などをいただいております。
　また、依頼者のご要望、受講者の構成に
できるだけ沿ったわかりやすい内容とする
よう講習の準備を行いますので、遅くとも
開催日の１ヶ月前までにお申し込みをお願
いしています。
　講習内容にご興味のある方は、ぜひお申
し込みをご検討ください。

　事務手続き等の詳細につきましては、
ＦＡＭＩＣホームページのサイドバナー

のリンク先をご覧ください。

お知らせ



食品表示110番について
FAMICでは、偽装表示、不審な食品表示
に関する情報などを受け付けています。

本部 電話050-3481-6023

横浜事務所 電話050-3481-6024

札幌センター 電話050-3481-6021

仙台センター 電話050-3481-6022

名古屋センター 電話050-3481-6025

神戸センター 電話050-3481-6026

福岡センター 電話050-3481-6027

受付時間（土・日・祝日を除く）は
（午前）９時～12時　（午後）１時～５時

　「こども霞が関見学デー」は、各府省庁等が連携して、親子参加型の業務説明や
省内見学などを行うことにより、親子の触れ合いを深め、こどもたちが夏休みに広
く社会を知る体験活動の機会とするとともに、府省庁等の施策に対する理解を深め
てもらうことを目的とした取組です。ＦＡＭＩＣでは、下記の内容でイベントを行
いますので、ぜひご参加ください。

開催日時：平成29年８月２日（水）、３日（木）10：00～16：00
場所：農林水産省7階講堂（ 東京都千代田区霞が関1-2-1）
内容：食べ物をたのしく科学してみよう

①バナナからＤＮＡを取り出してみよう！
②カラフルな人工イクラを作ってみよう！

こども霞が関見学デーのご案内

〈編集･発行〉 独立行政法人　農林水産消費安全技術センター（F
ファミック

AMIC）広報室

〒330-9731
 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎検査棟 
TEL 050-3797-1829 FAX 048-600-2377 
E-mail　koho＠famic.go.jp
FAMICホームページアドレス　http://www.famic.go.jp/
平成29年7月26日発行

花クイズ
「ゴーヤ」の花です。答え

　独特の姿と苦味で知られるゴーヤ。最近は、夏の

暑さ対策の「緑のカーテン」としても人気がありま

す。ゴーヤというのは沖縄県での呼び名で、和名を

「ツルレイシ」または「ニガウリ」といい、ウリ科

のつる性一年草です。

　その開花期は７月から９月頃といわれています。

ゴーヤの花は、雌花（写真の花）と雄花の２種類が

あり、雄花が先に咲き始め、しばらく経って雌花が

咲きます。なお、雄花は日中に開花し、夕方にはほ

とんど落ちてしまいます。

http://www.maff.go.jp/j/kids/experience/k_d/



